
情 個 審 第 ３ ７ 号

平成２３年１２月１５日

茨城県知事 橋 本 昌 殿

茨城県情報公開・個人情報保護審査会

委員長 大和田 一雄

行政文書不開示決定に対する異議申立てについて（答申）

平成２２年６月８日付け生衛諮問第１号で諮問のありました下記事案について，別紙の

とおり答申します。

記

「食中毒の調査・検査結果及び保健所の見解」不開示決定（存否応答拒否）

に係る異議申立事案

（情報公開諮問第１５３号）

（情報公開答申第１２８号）
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第１ 審査会の結論

実施機関が行った不開示決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

平成２２年３月８日，異議申立人は，茨城県情報公開条例（平成１２年

茨城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき，茨城

県知事（以下「実施機関」という。）に対して，次の内容の行政文書の開

示を請求した。

茨城県○○○○○○○－○－○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

代表○○○○○さん販売

２０１０年１月１２日発送干し芋の食中毒，添加物についての調査，検査

結果の全て（個人情報，守秘義務のある箇所のみ除く。）及び○○保健所

の見解文書

２ 実施機関の決定及び通知

平成２２年３月２３日，実施機関は，「当該文書の存否を答えること自

体が，当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められ，

条例第７条第３号アの規定により不開示とすべき情報を開示することにな

るので存否を答えることはできないが，仮に当該文書が存在するとしても，

条例第７条第３号アの規定により不開示になる文書である」として，その

存否を明らかにしないで不開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，

異議申立人に通知した。

３ 異議申立て

平成２２年５月６日，異議申立人は，実施機関が行った本件処分の取消

しを求めて，行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定

に基づき，実施機関に対して異議申立てを行った。

第３ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消すとの決定を求める。

２ 異議申立ての理由
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異議申立人が，異議申立書において主張しているところは，おおむね次

のとおりである。

（１）異議申立人は，干し芋による食中毒・添加物についての調査・検査を

保健所へ依頼した本人である。

（２）異議申立人とその家族，近所の人を含め１５名が干し芋を喫食し，そ

のうち１２名が食中毒様の症状を発症し，１名が４日間入院した。条例

第７条第３号ただし書の規定により，人の生命，健康を保護するため公

にすることが必要であると認められるべき情報である。

（３）県保健福祉部職員は，平成２２年３月４日，異議申立人の妻に電話に

て，開示請求を行えば，干し芋の検査・調査結果は個人情報・守秘義務

のあるものを除き開示できると言及した。

第４ 実施機関の主張の要旨

実施機関が，諮問庁意見書において主張しているところは，おおむね次

のとおりである。

１ 一般的に，県に対して食中毒が疑われる患者が発生した旨の通報があっ

た場合には，食中毒の原因と疑われる営業者等の施設を管轄する保健所（以

下「所轄保健所」という。）が当該施設に立入し，調査及び検査を行うと

ともに，患者が飲食した食品若しくは食事（以下「食品等」という。）と

同じ日時に調理又は製造した食品等を飲食した人が居住する自治体の保健

所に調査を依頼し，飲食した人の食中毒様の症状の有無等の調査及び検査

を行い，それらの結果を総合的に考慮して特定の食品等に起因する食中毒

であるか否かを判断する。

その調査結果については，存否を答えるだけで，食中毒の疑いで当該営

業者等を調査したか否かの事実が明らかとなる文書である。したがって，

文書の存否を明らかにするだけで，当該営業者に対する風評により，消費

者の信頼が失われるなど無用な混乱を招き，場合によっては消費者離れな

どにより経営不振に陥ることも推測されることから，条例第７条第３号ア

の規定により不開示とすべき情報を開示することとなるので，条例第１０

条の規定に基づき，存否を明らかにしないで不開示とすべきものとしてい

る。

ただし，所轄保健所が特定の食品等に起因する食中毒であると判断した

場合には，原因となった営業者等に対して食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号）に基づき，営業禁止等の行政処分等を行うとともに，同法第６
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３条及び「食品衛生法に基づく法違反者の公表基準」（平成１９年３月２

７日付け茨城県保健福祉部長通知）に基づき，行政処分等の対象となった

営業者等の氏名及び住所等について，原則として行政処分を行った日の翌

日から起算して１４日の期間（以下「公表期間」という。）を定めて県ホ

ームページへ掲載し，また，必要に応じて報道機関に情報提供して，公表

を行うこととしている。

開示請求書に記載されている営業者は，開示請求があった時点において，

所轄保健所から食品衛生法に基づく行政処分等を受けたことにより県ホー

ムページへ名称等を公表される者ではなかったことから，原則どおり存否

を明らかにしないで不開示とした。

２ 開示請求書に記載されている営業者は，開示請求があった時点において，

所轄保健所から食品衛生法に基づく行政処分等を受けたことにより県ホー

ムページへ名称等を公表される者ではない。また，仮に以前に公表されて

いた営業者であったとしても，公表期間終了後は，営業禁止等の行政処分

により，違反事実に対する改善がなされており，すでに食品衛生上の危害

が発生する状況ではない。これらの理由により，当該行政文書に記録され

ている情報は，「人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にす

ることが必要であると認められる情報」とは認められないと考える。

３ 条例第５条の規定により，何人に対しても等しく開示請求権を認めてい

るので，開示請求者が何人であるかによって，また，開示請求者が開示請

求に係る行政文書に記録されている情報について利害関係を有しているか

などの個別的事情によって，当該行政文書の開示決定等の判断が変わるこ

とはないと考える。

４ 保健福祉部生活衛生課担当職員が条例に基づく開示請求の一般論を説明

したが，いずれにしても，一職員の意見が行政文書の開示決定等の判断に

影響を与えることはないと考える。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件諮問事案について審査した結果，次のように判断する。

１ 開示請求に係る行政文書について

開示請求に係る行政文書（以下「対象行政文書」という。）は，特定の

事業者に対し保健所による調査・検査が行われた場合に作成される「所轄

保健所による食中毒の調査・検査の結果及び保健所の見解」が記載されて
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いる文書であると認められる。

２ 本件処分に係る具体的な判断

実施機関は，対象行政文書について，「当該文書の存否を答えること自

体が，当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められ，

条例第７条第３号アの規定により不開示とすべき情報を開示することにな

るので存否を答えることはできないが，仮に当該文書が存在するとしても，

条例第７条第３号アの規定により不開示になる文書である」として，その

存否を明らかにしないで本件処分を行っているので，以下その当否につい

て検討する。

本件事案において，対象行政文書の存否を明らかにすることは，所轄保

健所による特定の事業者に対する食中毒の調査・検査が行われたか否かの

事実を明らかにすることであり，仮に対象行政文書に該当する文書が存在

すると応答した場合には，食品の安全に対する消費者一般の敏感性を考慮

すると，特定の事業者に対し食品衛生法による保健所の調査・検査が行わ

れたという事実そのことだけで，風評により顧客離れを招くなど当該事業

者に営業上又は事業運営上の不利益が生ずることがあるのは容易に予想で

きる。このことから，対象行政文書の存否を明らかにすることは，当該事

業者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

られる。また，対象行政文書に関わる情報に関連して，条例第７条第３号

ただし書に該当するとする具体的，客観的な事情は認められない。

したがって，対象行政文書の存否を答えることは条例第７条第３号アの

不開示情報を開示することになり，実施機関が，開示請求に係る行政文書

について，条例第１０条の規定により，その存否を明らかにしないで行っ

た本件処分は妥当であると判断する。

なお，異議申立人は調査・検査を保健所へ依頼した本人である旨の主張

があるが，条例に定める情報公開制度は，開示請求者が何人かを問わずに

開示・不開示を決定するものであるので，開示請求者が誰であるかは考慮

せずに上記のとおり判断したものである。

３ 異議申立人のその他の主張について

異議申立人のその他の主張は，開示請求に係る行政文書の開示・不開示

の判断には関係がないものと判断する。

４ 結論

以上により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。
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第６ 審査会の処理経過

本件異議申立てに係る審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２２年 ６月 ９日 諮問受理

平成２２年 ７月１６日 諮問庁意見書受理

平成２３年 ９月 ６日 審査（平成２３年度第４回審査会第二部会）

平成２３年１０月２７日 審査（平成２３年度第５回審査会第二部会）

平成２３年１２月１３日 審査（平成２３年度第６回審査会第二部会）


